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全労連・第6回職絵で決定
全労連は、1月 30層～311ヨに第6阿

臨時大会を開催tノ、大幅賃 Lげや労働

時間短縮のたたかいの方針を決定しま

した。そのなかで、過労死 ・超過密労

働をなくすために労     σ )要

求要綱も決定しました。

要求要綱はつぎのとおりです。

1992!牛春闘をけいきに、ここに労働

基準法改正要求要綱を提出し、政府に

おいても真剣に検討され、改正要求の

趣旨にそって、立法のためのf具体的措

置を講じられることを要求するもので

あります。

愛 泉漂こ妻 訴 岡

(全文から抜粋して転載します。)

1、労働時間、休憩時間、残業、週休

(1】 「労働時間」の定義

(2)週 労働時間を35時間とする。

(鋤 1日 当たりの労働時間を7時 間

とする。

(→ 変形労働時間制、みなし労働時

間制を廃止すること。

(5)フレックスタイム制は、規制すること。

(6)緊 急災害以外は、公務員労働者

の特例を認めないこと。

体憩時間は、「7時 間を越える場 |

合 1時間J

休日は、婚目制とする.、

週休日は、土曜・国曜を連続の

2日 とする。

週体日の振替は原即1として認め

ない。

労働時間の延長 1残業)は 、例

外を認めることなく、1日 につ

いて2時 閣、1週 について5時

間、1年について120時 間を越え

てはならないこと。 上言己の日寺関

は、所定労働時間にカスされる

日寺間であること。

(11)残業割増賃金は、2時間未満は、

50%の 割増、深夜 伸mlo― al17)

はさらに50%の 割増を付して支

材、うこと,

体目は18協の割増とし、時間延

長は認めない。

(1分 (13)銚

2、 夜勤の制限と交替制労働

(1)深 夜労働 伸mlo_llnDは 原則と

して禁止されること.

ただし、公共卜虫、生産技術上

不百r避の場合は、労使協定をえ

て行政官庁へ届け出ること。

(2)18才 未満の労働者の深夜労働は
一

切認めないこと。
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女性労働者の深夜労働は原則と

して禁止されること。中略

深夜労働に対する賃金の割増率

|よ、最低50%で なければならな

しヽ。

深夜の就労を含む交替勤務は、

20年以_上、連続させてはならな

い◇

深夜の時間帯にかかわる勤務は、

1四 7時 間、週35時間とする。

3、 休日・体暇

(1)年次有給休暇

年次有給体暇は、すべての労働

者に付子されなければならない

こと。

(2)勤 続 1年以上のものに一→れと、

5労 働週とし、うち3労 働週は

連続して取得するべきこととす

る。

(鋤 年次有給休暇の請求権の行使 ・

取得は自由とすること。

(0年 次有給体暇に支払われる賃金

は、通勤手当を除くすべての手

当を含む月額賃金を基礎とする

こと。

(助 教育体暇  中 略

(8)傷 病体暇  中 略

1硲 育児休暇  中 略

(働 看護 ・介護体暇  中 略

以削

全労連は、92国民春闘で労働者のい

のちと健康を守り、健全な家庭生活を

確保し、社会の安定的な発展をめざし

て、労働基準法の労働時間にかかわる

部分の大幅改正を求めるものです。

そのために 「人i報回復務 」を組織

をあげて、全lKl民・労働者によびかけ

ていきます。

「人間回復署名J用 紙は、各労働組

合にあります。

(事務局)

愛知県保険医協会と懇談会
2/10、 愛知県保険医協会と愛知健

康センターが、県民と労働者のいのち

と健康を守るために、協力関係をどの

ようにすすめていくか懇談会をもちま

した。

出席者は、保険協会側から堀場理事

長以下、菖1理事長、理事、事務局員ら

11名が出席、健康センター側からは、

山田信也代表以下幹事ら5名 が出席し

ました。

懇談では、最初に永井幹事から愛知

健康センターの設立趣旨と現在までの

運動経過を説明し、山田代表から働く

ものの健康の実態と医師のかかわりに

ついて話題提供をして懇談にはいりま

した。 地 域医療にとりくんでおられ

る立場から、多くの問題指摘がされ今

後の運動に生かしていくことが確認で

きました。

健康センターとしても本日談窓□など

何時でもご意見や問題点の受け入れが

できるような体制が痛感されました。

(事務局)
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労死】休む勇気をもって
最初に問題になるのは、労働時間で

ある。労働時間が年間3000時間を越え

ると、過労死の危険があるといわれて

いる。 こ れは日曜日を除いて毎日10

時間ずつ働く場合に当たる。

したがって、毎日のように残業し、

休暇をとったことがなく、休日も仕事

でつぶれることが多い、という人はま

ず要注意である。

長距離通勤の場合、通勤に要する時

間分だけ自由時間が減り、不可欠な睡

眠時間を確保すれば、結果として趣味

や文化活動や家庭の団桑などいわゆる

「ゆとり」の日寺間力端詔坐になってしま

う。

仕事の内容では、時間に追われる仕

事、交替制など勤務時間が不規則な仕

事、深夜の仕事、拘束される仕事、対

人関係に気を使う仕事、慣れない仕事

などは疲れるものである。

最近 1～ 2年 のうちに1度 も健康診

断を受けていないならば、なるべくす

みやかに受けるべきである。

また、すでに受けた検診で何か異常

が発見されているのに放置しているな

ら、ただちに医B市の指示に従うべきで

ある。

高血圧や、糖尿病などの持病を治療

していない、 1日 30本以上の喫煙、月巴

渦、運動不足、常に疲れや眠気を感じ

ている、などの項目に該当するなら、

それぞれ危険を自党すべきはもちろん

である。

「忙しくて自分の体のことなんかかま

っていられない」 「fi:事があるからと

ても休んでいられない」といつたつぶ

やきを聞くことも少なくないが、健康

や生命を犠牲にする有聞直のある仕事が

この世にどれだけあろうか。

倒れる前に体む勇気を持つことが必

要である。

お互いの働き方暮らし方を見直し、

悲じむべき田際語 「カローシ」を 1日

も早く死語にしたい。

(愛知尉采険医協会 徳田 秋 医師)

北医あじま診療所 。内科

過労死の予防に重要なこと

1.高血圧、心臓腐、気管支ぜんそく

糖尿病等の慢性病をきちんと治療

していつもよい状態に保つこと。

2.過労をさけ、睡眠を十分にとる。

3.肥満、高コレストロール、高尿酸

血症を治療しておくこと。

4.大i酉、タバコをさけること。

5.人間 ドック、検診を定期的にうけ

健康管理をきちんと行なうこと。

6.急に倒れた人にたいしては、すぐ

人工呼吸や心臓マッサージをしな

がら救急車を呼ぶこと。即ち、倒

れた直後の救命処置カリト常に有効

である。



名勤生協労組の安全衛生活動
名勤生協労組では、 2年 前健康で安

全な職場づ くりをめざして、はじめて
労働組合 として安全衛生活動をとりく
むことにしました。

次に、その取組みを紹介 します。
1989年 物 流部で職場環境改善に取組

む。
1990年 安 全衛生委員会設置準備。

安全衛生活動学習会の開催を
はじめ、腰痛学習会、VDT学

習会、職場環境調査、他の生

協調査などを通 じて委員会設
置の準備をすすめる。

1990。11安 全衛生管理体制を確立し、

第 1回 中央安全衛生委員会が
スター ト。

安全衛生委員会は中央と地区
本部の 2段 階制。

月 1回 開催、現在迄13回。
1991.2 労災等調査報告書記入と速報

体制。
1991.1～ 3 体 力測定  (234名実施)
1991.2 健康調査アン舛卜の実施。
1991.2.27初めての在職死亡者がでる
1991.3 物流改革に伴 う生体への影響

調査実施。
1991.4 安全靴、細菌検査、カゴ車転

倒事故の改善対策。
1991.7 全国安全週間に運動 して4Sを

中心にして職場巡視、写真ニ

ュース配布、表彰。
1991.8 全国労働安全衛生週間に連動

して健康促進の取組みをすす
める。

1991.9 ユーコープ健康相談センターを調査見

学。

南医療生協 と健康管理契約を
締結、産業医を小野先生にお

願いする。月 1回 健康相談。
1991.12「協力員 (′モート)が 健康で働け

る職場をめざして」改善要求
を提出。

1992.1 小野先生の職場調査実施。

鱗 繋 灘|
人間 らしく生 き働 くための

第1期 いのちと健康大学
時間  毎 回 18:30～ 20:30

場所  高 齢者労働会館2F会議室
定員  50名
第 1回  2月 25Fヨ (火)

「いのちと健康を守るとりくみの

歴史」 (山町信也氏)
第 2 iB1 3月 10日 (火)

「長時間労働と過労死をなくすた
めに」 (佐々木昭三氏)

第 3[Ej1 3月24日 (火)
「人間らしい生活と 労 働時間短
縮」 (伊藤欽次氏)

第 4回  4月 7風 (火)
「夜勤 ・交替制労働と 私 たちの
健康」 (小野雄

―
郎氏)

第 5回  4月 21日 (火)
「職場の労働安全衛生活動のすす
め方」 (吉川 正 春氏)

第 6回  5月 12日 (火)
「私たちの労働 ,生活と成人病」

(徳田 秋  氏 )
第 7回  5月 26日 (火)

「ス トレス時代を 生 き抜くため
に 」 ( 交 渉中 )

第 8回  6月 9日  (火 )
「高齢化社会の到来と私たちの権
利と 。社会保障」(加藤孝夫氏)

第 9回  6月 23日 (火)
「いのちと健康を守るとりくみの

視点と今後の方向」 (山田信也氏)
* * * * * * * * * * *米 *求

参加費 :全課程 9000円 (10000円)
1回   1500円 (1800円)

()内 は未加盟団体

申込みは、愛知健康センターTEとJ322-0406

参加費は、当日受付でお受けします^


